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第１回京都市医療施設審議会 会議録 
 
 

日 時：令和７年１１月１７日（月）午後２時００分～３時３０分 
 
 
場 所：京都市役所 分庁舎 第２会議室 
 
 
出席者：＜京都市医療施設審議会委員（五十音順・敬称略）＞  

新納 麻衣子  公認会計士 
竹田 史門   京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会 

副会長 
田中 裕介   京都市老人福祉施設協議会 副会長 
豊田 久美子  京都府看護協会 会長 
濱島 高志   京都府医師会 監事 

◎山谷 清志   同志社大学名誉教授 
          ※◎は会長 

      
    ＜京都市＞ 
     保健福祉局健康長寿のまち・京都推進担当局長     八代 康弘 
     保健福祉局医療衛生推進室長             薮田 哲司 
     保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課医務担当課長 森副 高行 
 

＜地方独立行政法人京都市立病院機構＞ 
 京都市立病院機構 経営企画局次長 志摩 裕丈 
 京都市立京北病院 院長 安田 達行 
 京都市立京北病院事務管理者・統括事務長       大島 伸二 
 京都市立病院経営企画課長              川本 一範 
     京都市立京北病院事務長               前川 賢治 
 
次 第：１ 開会 
    ２ 議題・報告 
           京北病院が果たす機能の在り方について 

    ３ 閉会 
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議事要旨 

【１ 開会】 

事 務 局： それでは定刻となりましたので、只今から令和７年度第１回京都市医療施設審議会を

開催いたします。本日御出席の委員の皆様を、五十音順で御紹介します。本日は、委員

８名中、６名に御出席いただいております。 

【事務局から委員について紹介】 

次に京都市と京都市立病院機構の職員をご紹介いたします。 

【事務局から職員について紹介】 

次に、本審議会の公開についてです。この審議会は、京都市市民参加推進条例第７条

により、公開としております。なお、京都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報

については非公開とする場合があります。また、会議録につきましては、京都市のホー

ムページ上で公開いたします。今回の審議会は、委員選任後、初めての開催となります

ので、会長を選任する必要があります。京都市医療施設審議会規則第２条２項におきま

して、「会長は、委員の互選により定める」とされておりますので、皆様の中から、会

長をご選任いただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

Ａ 委 員： 山谷委員にお願いしたいと思います。 

事 務 局： ただいま、Ａ委員から、山谷委員を会長にとのお声がございましたが、皆様、ご異議

ございませんでしょうか。 

全 員： 異議なし。 

事 務 局： それでは山谷委員に会長にご就任いただきたいと存じます。山谷会長、一言ご挨拶お

願いします。 

会 長： どうぞよろしくお願いいたします。昨今、自治体の病院が全国的に非常に苦労されて 

いるという状況の中で、京都市も複雑な事情がございますし、京北病院もなかなか難し 

い状況に立っておられます。こういう前提で議論していく場合に、どういうことを考え 

ていけばいいのか検討したいのですが、やはり住民の方々が安心して暮らせるようなま 

ち、その中核にある医療機関ということを一番大事に考えて、議論させていただきたい 

なと思ってここに参りました。皆さまどうぞよろしくお願いいたします。 

さて、審議に先立ちまして会長職務代理者の選任を行いたいと思います。京都市医 

療施設審議会規則において、会長である私に事故があるときは、あらかじめ会長の指名

する委員がその職務を代理するとあります。この職務代理者について、本日はご欠席で
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はありますが、病院の経営に精通されており、私立病院協会の会長として公的な職も務

めておられます武田委員にお願いしたいと思います。武田委員には、事務局からお伝え

いただければと思います。 

全 員： 異議なし。 

事 務 局： ありがとうございました。それでは、次に諮問書の交付を行います。皆さま資料１を

御覧ください。 

八代局長：【諮問書を交付】 

事 務 局： それでは、これからの議事進行は、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

【２ 議題・報告】 

会 長： それでは早速議事を進めます。次第の議題・報告「京北病院が果たす機能の在り方検 

討について」、ご説明をお願いします。 

事 務 局：【資料２～４に基づき説明】 

会 長： ありがとうございました。非常にわかりやすくポイントを押さえて説明いただきまし

たので、頭の中が整理できました。今のご説明、京北病院が果たす機能の在り方につい

て、議論したいと思います。ご質問やご意見、どなたからでも結構でございますので、

どうぞよろしくお願いします。 

Ｂ 委 員： 機能の在り方については特に異論はありませんが、２２ページの機能の在り方を踏ま

えた収支の試算の数字について質問させてください。前年度の実績を見ますと３億円以

上の赤字が出ていまして、運営費交付金が１億８，０００万円ですので、その範囲内に

赤字をおさめるという試算は良いのですが、地域包括ケア病棟に転換する場合、収入が

現状の実績よりも大幅に増える試算になっています。特に入院収益が３億４，９００万

円であり、前年度の２億円程度から、かなり大幅に増えている試算になっています。こ

れは病床利用率の設定が７０．５％で、実績は４０％くらいですので、大幅に上昇させ

る必要がありまして、地域急性期病床に全部を転換させるとこの程度上昇するのは妥当

なのかという点と、支出がかなり減らされているのではないかと思うのですが、どのよ

うなコストカットが入っているのかという点を教えていただきたく思います。 

事 務 局： 収入についてですが、地域包括ケア病棟に転換しますと、京北病院の場合は入院単価

が増加する見込みになっております。ご指摘いただいたように、病床利用率は高めに設
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定しておりますが、京北地域には入院患者数が約３０名と試算されており、その３０名

を京北病院で診ていく想定で病床利用率を設定しています。支出については、給与費は

実績ベースであり、職員の年齢が上がると給料も上がるため、その分も見込んでいます。

診療材料費については、収入の見込みに応じて計算をしております。以上です。 

会 長： 今のご回答でよろしいですか。 

Ｂ 委 員： 今後、大幅な人口の減少で高齢化も上がっていって、その中でこれだけの収益を増や 

さなければならないのは非常に厳しいと思いますので、具体的にどうやって達成してい 

くかという施策を今後検討いただければと思います。 

会 長： ありがとうございます。他の委員の方、ご質問等よろしいでしょうか。 

Ｃ 委 員： 訪問診療の件数が下がっておりますけれども、実際の訪問診療や往診の需要はそれな 

りにあるのか、あるいは人手不足で応需率が下がって、結果件数が落ちているのか、そ 

のあたりは肌感覚でも良いのでいかがでしょうか。 

安田院長： 応需率が減っているというよりは、患者さん側のニーズが減っているのではないかと

いう印象を持っています。訪問診療を受けるよりも施設に入るという選択をとるケース

が多いのではないかと推察しています。京北病院としては、訪問診療を受けたいと思っ

ている人にアプローチするのですが、なかなか確保できていないという状況かと思いま

す。 

Ａ 委 員： 訪問看護はなぜ減少しているのかということと、このまま３８床継続するとなると、

看護師の人材確保はできているのかという点が気になっています。それから、京北地域

の入院の方が他の地域へ行っておられることや、京北地域の人口減少等々で、安心安全

な病床を確保するということは重要だとは思うのですが、３８床をどの時期まで維持し、

どういうタイミングで見直すのか、もしくは３８床をこのまま継続するのかについてお

考えをお聞かせください。 

安田院長： まず訪問看護についてですけれども、先ほど申し上げた訪問診療と同一の問題がある

と思います。訪問看護を求める患者さんを、家庭内で看る体力が無くなってきているの

ではないかなと思います。 

Ａ 委 員： 訪問看護は医師の指示書に基づくと思いますが、指示書も出ないということですか。 

安田院長： 指示書も求められれば当然出すわけですが、その依頼がないというところです。もう

１つは、人手不足の影響もあり、募集をしても京北病院内でケアマネジャーの確保がで

きてないということです。したがって、地域のニーズを拾い上げて、訪問診療に至ると
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いうことに、なかなかスムーズにはいかないという状況です。 

Ａ 委 員： ケアマネジャーは 1 名もおられないのですか。 

安田院長： 令和５年度に退職して以降、募集はかけていますが難しい状況です。また、病床数に

ついて、私としては３８床を継続したいと思っています。 

Ａ 委 員： ３８床継続の要件のようなものを定めておくと良いのではないかと思いました。 

事 務 局： 補足させていただきますと、３８床を維持する根拠として、看護師配置が重要になっ

てくるかと思うのですけれども、今３８床を１病棟で運営しておりますので、次に数を

減らすタイミングとしては、１９床以下である有床診療所に転換するタイミングになる

かと思っています。現状でそこまで減らす状況にはございません。 

志摩次長： ありがとうございます。ただいまの３８床、病床数に関連してですが、在り方検討会

の報告書の２２ページ（４）施設にて、ハード面について触れられており、「老朽化等

を踏まえて再整備を検討する必要がある」と記載されています。これによりますと、病

床数について、当面は維持するが、再整備に当たってはそのときの状況を踏まえたもの

とする必要があるとのことですので、他にも要素はあると思いますが、建物整備に関連

した検討があると思います。また、収支の見込みのところで少しお話がありました「全

床地域包括ケア病棟にする」との方向性がありますが、昨年度まで１０床ありました地

域包括ケア病床が、入院患者の状況等から要件を満たさなくなったため、全て一般病床

になっているという現状もあります。検討を始めた当時から、人口の減少や在宅高齢者

の生活の様子も大きく変わってきています。そのため、その時々の状況を踏まえた検討

が必要になるかと思います。 

会 長： ありがとうございます。他の委員の方、いかがでしょうか。今日ご欠席の委員から何 

かコメント等ございましたでしょうか。 

事 務 局： 本日ご欠席のお二方からのご意見を紹介いたします。まずＤ委員におかれましては、

「方向性はこれで良い。慎重かつ丁寧に進めていただければ良い。」というご意見をい

ただきました。続いて、Ｅ委員におかれましては、先ほど皆様からのご意見にもありま

したが、「病床稼働率の現状を踏まえると、有床診療所への転換も検討してもよいので

はないか。令和８年度診療報酬改定において、有床診療所は優遇に向けた見直しがされ

る可能性があるため、有床診療所へ転換するほうが、経営的によくなる可能性はある。

改定内容を見てからだと思うが、シミュレーションしてみてはどうか。」というご意見

がございました。本市としては、「診療報酬制度のもと、経営・運営を行うことが、す
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べての医療機関に求められているため、令和８年度診療報酬改定の動向を注視し、進め

てまいりたい」と考えております。 

会 長： ありがとうございます。他の委員の方、いかがでしょうか。もしまた何かこれについ

てご質問がございましたら、あとで時間を取りますので、その際にお願いします。続い

て、資料５京北地域の介護施設等との連携・役割分担、診療機能の集約化に向けた取組

について、御説明お願いします。 

事 務 局：【資料５に基づき説明】 

会 長： ありがとうございました。詳しいご説明をいただきましたので、明確に理解ができた

と思いますが、追加でご質問やコメントがございましたら、よろしくお願いします。 

Ｆ 委 員： オンライン診療について少しお尋ねさせていただきたいのですが、これから人口も少 

なくなる中オンライン診療は求められてくると思うのですが、想定しているオンライン 

診療で、患者様宅で看護師がサポートというのが想定されていますが、どこの看護師が 

サポートする想定でしょうか。 

事 務 局： 看護師を例示していますが、京北病院では訪問看護を実施しておりますので、訪問看

護に行ってその場でオンラインでも診療していただいたり、また、看護師だけではなく

て事務員がサポートする形もございますので、職員がサポートする形で馴染んでいただ

くということが考えられるのかなと思います。 

Ｃ 委 員： おっしゃった訪問看護は、同日に診療報酬は通らないので、不可能かと思います。

「D to P with Ｎ」というものは皆さんご存知と思いますが、医師が患者にオンライ

ンで診療して、そこに誰かが補助を行うというもので、誰かが補助をしないと厚生労

働省が定めるガイドラインに沿ったようなオンライン診療は難しいです。看護師が付

き添うのはもったいないと思いますが、誰かが行くとして、その人が病院に戻り、薬

を処方して、薬剤師等がまた薬を持っていくとなれば、誰かが２往復しなければなら

ない形になりますので、オンライン診療はかえって大変です。それであれば、送迎を

毎日されているとのことなので、送迎を強化した方が良いのではないでしょうか。ど

のように考えているのかお聞かせいただきたいです。 

事 務 局： オンライン診療については、京北病院が提供する医療の幅を広げるというか、いろい

ろな選択肢を提供する中の１つになります。京北病院に医療機能を集約するということ

で診療所は廃止と示されておりますけれども、その代替手段として、診療所に通ってい

らっしゃった患者さんを京北病院でしっかり診るという手法として、送迎を充実してい
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くということは考えられるのかなと思います。個別の具体的な患者さんの状況を踏まえ

て、今後、送迎については内容を検討していくことになると思います。以上になります。 

Ｇ 委 員： ７ページに介護老人保健施設について記載いただいておりますが、特養の機能と非常 

に重複するなぁという印象です。京北地域には特養以外のケアハウス、グループホーム 

さんもありますので、２９床で稼働率７７％ということは、おそらく２３名のうち３名 

は医療的ケアが必要ですが、残り２０名は周辺の介護施設で受入れる前提であると思い 

ます。連携会議では特段医療的ケアの不要な２０名の受入れについてご意見はなかった 

のでしょうか。また、６ページに職員体制が記載されていますが、職員は地元採用であ 

るのでしょうか。そうであれば施設と人的資源が被るなと思ったのですが、採用につい 

てもお聞かせいただきたいです。 

事 務 局： 資料の２ページに関するご質問ですが、連携会議の場では各々の介護施設の職員さん

や代表の方にご出席いただき、意見交換をさせていただきました。京北地域は広い地域

ですが、人口が減ってきている中で、利用者の状況を皆様が把握されている中でご意見

を伺いまして、地域の介護施設にて医療的ケアの必要ない約２０名の方については受け

入れ可能という話を聞いております。 

大島事務長： 職員について、介護老健の職員の住居は、３分の１程度が京北または美山地域からの

出勤でございます。 

Ａ 委 員： オンライン診療の１つの案でありますが、私が体験したことに、「医療MaaS」とい 

うものがあります。車に医療機器を搭載しており、看護師が同乗し、患者さんのご家庭 

の玄関前で、患者さんに車に乗り込んでいただいて、医師と遠隔で話して、血圧等を測 

って診察を実施するというものがありました。良いか悪いかは分かりませんが、１つの 

方法としてそういったものは検討なさったのでしょうか。お金もかかることだと思いま 

すが。 

事 務 局： 医療ＭaaSにも色々な形がございます。ご発言のとおり、いわゆる動く診療所として、

多くの医療機器を載せる場合や、看護師や職員が乗ってご家庭に訪問する形等、色々な

パターンがございますので、オンライン診療で誰がサポートするのかという話と合わせ

て、どういう方法が良いのか、今後検証していきたいと考えております。 

会 長： 今後検証というのは、予算を取って色々やってみるというイメージでしょうか。 

事 務 局： 予算については、令和８年度に検討はすることになると思うのですけれども、予算が

確定するのがまだまだ先の話ですので、今の段階では申し上げにくいですが、検討して
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いきたいと考えております。 

会 長： ありがとうございました。他の方ご質問はございますか。 

Ｆ 委 員： 介護老人保健施設について、先ほどの質問にもありましたが、医療的ケアが必要な人 

数は、吸引が２名、胃ろうが１名ということですが、人数に変動があるものなのでしょ 

うか。 

安田院長： 直近３年は、３名から４名で前後しています。 

事 務 局： 欠席者の御意見を紹介いたします。Ｄ委員からのご意見ですが、先ほどと同様に、

「方向性はこれで良い。慎重かつ丁寧に進めていただければ良い。」という形でご意見

をいただいております。以上でございます。 

会 長： ご意見が一定出たようですので、よろしゅうございますでしょうか。漏れはございま 

せんでしょうか。それでは議論はこれにて終了いたします。最後に、事務局から事務連 

絡をお願いします。 

事 務 局： 次第に書いておりますとおり、第２回の開催は、年明け１月頃を予定しています。そ

れでは、閉会に当たりまして、健康長寿のまち・京都推進担当局長の八代から御挨拶い

たします。 

八代局長： 本日は様々なご意見を頂戴しまして、ありがとうございました。冒頭に、会長からお

話がありましたように、自治体病院が全国的にも大変苦しい状況であります。これは公

立病院だけでなく、民間病院に関しても経営が厳しいということであり、国の方で医療、

介護も含めて支援強化していかなければならないといった議論となっています。また医

療に関しては、来年度の診療報酬改定にて、どの程度改定幅があるのかというところで、

民間病院からは１０％程度の改定を求める声も出てきており、そのあたりの状況を十分

に踏まえていきたいと思います。そういった中で京北病院も経営状況では、診療報酬が

改定されたとしても赤字となることが予想されておりますが、税金を使わせていただい

て、支援、運営をしていく必要があると思います。それから、在り方の検討をしていた

当時から、Ｃ委員からも医療と介護の連携、地域包括ケアについてもお話をいただいて

おりました。京北地域が人口４，０００人、今後高齢化率が５０％を超えるのはもう間

もなくでございます。「明日の京都市」というと語弊があるかもしれませんが、京都市

内の高齢化率も現状３０％のところがこれから伸びていく状況の中で、京北地域の地域

包括、地域医療、介護の連携を考えるのが、京都市内の将来を考えるにあたって、大変

重要ではないかと思っています。今日も、訪問看護、訪問診療、通所リハビリというよ
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うなお話もしていただきましたが、そういったサービスを活用しながら、地域に住んで

おられる１人１人にどういったサービスのニーズがあって、どういう提供をしていくの

か、また関係機関が連携してサービス提供できるかという仕組みを構築していくことが、

京都市の将来の介護医療の機能を考えるうえで重要であると考えております。引き続き

検討していきたいと思います。最後、会長の方からオンライン診療の予算はという話が

ありましたが、なくてはならないものと思っていますので、予算をしっかり確保し、本

格実施に向けての検討をしていきたいと思います。長くなりましたが、以上でございま

す。本日はありがとうございました。 

事 務 局： それでは、これにて令和７年度第１回京都市医療施設審議会を終了します。本日はお

忙しいところお集まりいただき、ありがとうございました。 


